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令和８年度鬼北町下水道事業会計予算 
 

  （総則） 

  第１条 令和８年度鬼北町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （業務の予定量） 

  第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

   （１）下 水 道 接 続 戸 数（浄化槽設置含む）         １，６６３戸 

   （２）利用者数（流入人口除く）               ３，１２６人 

   （３）利用者数（流入人口含む）               ３，２８７人 

   （４）年間汚水処理水量                ２７２，２９０ｍ3 

   （５）一日平均処理水量                    ７４６ｍ3 

   （６）主要な建設改良事業 

      （ア）浄 化 槽 設 置 事 業（浄化槽）    ３８，６００千円 

      （イ）処 理 場 修 繕 工 事（農 集）     １，０９７千円 

  

  （収益的収入及び支出） 

  第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

         収   入  

      第 １ 款   下水道事業収益        １９５，２８４千円 

        第 １ 項   営 業 収 益        ５９，９７０千円 

        第 ２ 項   営 業 外 収 益       １３５，３１４千円 

 

         支   出 

      第 １ 款   下水道事業費用        １９５，２８４千円 

        第 １ 項   営 業 費 用       １８５，１１３千円 

        第 ２ 項   営 業 外 費 用         ８，３０１千円 

        第 ３ 項   特 別 損 失            ２０千円 

        第 ４ 項   予    備    費         １，８５０千円 
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  （資本的収入及び支出） 

  第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収   入 

      第 １ 款   資 本 的 収 入          ８８，４３６千円 

        第 １ 項   企  業  債        １４，６００千円 

        第 ２ 項   補  助  金        １８，３２３千円 

        第 ３ 項   負 担 金 等        ５５，５１３千円 

           

支   出 

      第 １ 款   資 本 的 支 出          ８８，４３６千円 

        第 １ 項   建 設 改 良 費        ４５，７２０千円 

        第 ２ 項   企業債償還金        ４２，４１６千円 

        第 ３ 項   予    備    費           ３００千円 

 

 

  （企業債） 

  第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。                   （単位：千円） 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

１ 過疎対策事業 ７，３００ 借入先  財務省ほか 

借入方法 普通貸借又は証券発行 

借入時期 令和８年度 

 ただし、事業又は町財政の都合によ

り、起債額の全額若しくは一部を翌年

度以降へ繰越し借用できる。 

年５．００％以内 （1）１２年以内（内据置３年以内） 

 ただし、下水道経営の都合により据置期

間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償

還又は低利に借換えすることができる。 

（2）前項の据置期間、償還期限、償還の

方法が借入先の融資条件に抵触するとき

は、その融資条件によることができる。 

２ 下水道事業 ７，３００ 同上 同上 （1）３０年以内（内据置５年以内） 

以下同上 

（2）同上 
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  （一時借入金） 

  第６条 一時借入金の限度額は、１０，０００千円と定める。 

 

  （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

  第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

   （１）各項に計上した予定額に過不足を生じた場合における同一款内で、これらの経費の各項間の流用 

 

  （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

  第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合 

   は、議会の議決を経なければならない。 

   （１）職員給与費      １５，８６２千円 

  

  （一般会計からの補助金） 

  第９条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、３０，０５７千円である。 

 

 

 

 

 

        令和８年３月５日提出 

 

                                      愛媛県鬼北町長  兵 頭 誠 亀 
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1 下水道事業収益

1 営業収益

1 下水道使用料

2 その他の営業収益

2 営業外収益

1 他会計負担金

2 他会計補助金

3 長期前受金戻入

 令和８年度　鬼北町下水道事業会計予算実施計画

款 項 目 予定額（千円） 備        考

59,970

59,946

収益的収入及び支出

収　　　入

104,680

195,284

24

135,314

6,681

23,953

－ 4 －



1 下水道事業費用

1 営業費用

1 管渠費

2 ポンプ場費

3 処理場費

4 総係費

5 減価償却費

6 資産減耗費

2 営業外費用

1

2 消費税及び地方消費税

3 特別損失

1

4 予備費

1 予備費

過年度損益修正損 20

款 項 目 予定額（千円）

支　　　出

備        考

185,113

2,091

4,418

195,284

1,850

8,301

5,731

2,570

1,850

20

61,439

12,377

100

104,688

支払利息及び企業債取扱諸費
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1 資本的収入

1 企業債

1 建設改良債

2 補助金

1 国庫補助金

2 県補助金

3 他会計補助金

3 負担金等

1 他会計負担金

2

款 項 目 予定額（千円） 備        考

14,600

55,513

42,428

13,085

88,436

14,600

受益者負担金及び分担金

資本的収入及び支出

収　　　入

18,323

6,104

9,630

2,589

－ 6 －



1 資本的支出

1 建設改良費

1 管渠建設改良費

2 処理場建設改良費

2 企業債償還金

1

3 予備費

1 予備費

300

300

支　　　出

款 項 目

企業債償還金 42,416

88,436

45,720

44,623

42,416

備        考予定額（千円）

1,097

－ 7 －



1 款　下水道事業収益 （単位：千円）

1 営業収益

1 1 公共下水道使用料

2 2 督促手数料

2 営業外収益

1 1 一般会計負担金

2 1 一般会計補助金

3 1 受贈財産評価額

3 国庫補助金

4 県補助金

5 他会計補助金

7 受益者分担金及び負担金

8 工事負担金 工事負担金

9 その他長期前受金 元金償還繰入金

廃目

令和８年度　鬼北町下水道事業会計予算説明書

24

59,970 60,294 △324

59,946 59,946

24

説　　　　　明
区　分 金　額

収益的収入及び支出

収　　 入

項　　　目
本年度
予定額

前年度
予定額

比　　　較
節

その他の営業収益 24 24 0 手数料

下水道使用料 59,946 60,270 △324 下水道使用料

35,643

受益者分担金及び負担金 4,190 4,190

他会計補助金

県補助金 13,201 13,201

7,4257,425

35,643

9 9

6,681

104,680 105,001 △321

44,187 44,187国庫補助金

受贈財産評価額 25 25

0 31,000 △31,000

23,953一般会計補助金 23,953

6,681一般会計負担金

補助金

長期前受金戻入

135,314 164,982 △29,668

22,749 1,204

他会計負担金 6,681 6,232 449

他会計補助金 23,953
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1 款　下水道事業費用 （単位：千円）

1 営業費用

1 16 賃借料 施設用地借上料

17 修繕費 修繕費

22 材料費 材料費

2 10 備消品費 備消品費

13 通信運搬費 電話料及び回線使用料

17 修繕費 修繕費

27 動力費 動力費

3 10 備消品費 備消品費

11 燃料費 燃料費

13 通信運搬費 電話料及び回線使用料

14 委託料 水質検査委託料

施設管理委託料

電気工作物保安管理委託料

15 手数料 手数料

17 修繕費 修繕費

23 薬品費 薬品費

26 保険料 火災保険料

27 動力費 動力費

34 光熱水費 水道料

1,017

80

10

900

金　額

192

支　　 出

項　　　目
本年度
予定額

前年度
予定額

比　　　較
節

説　　　　　明
区　分

2,000

80

11

5,020

6,600

150

29,749

18,527

185,113 215,783 △30,670

2,091 2,091 0 11

114

2,000

508

10

508

4,418

114

721

60,422

900

3,000

100

7

144

8

115

3,000

100

7

144

18,834

29,749

5,020

721

6,600

150

管渠費

処理場費 61,439

ポンプ場費 4,410

－ 9 －



1 款　下水道事業費用 （単位：千円）

4 1 給料 一般職給（１）

2 扶養手当

住居手当

通勤手当

時間外勤務手当

管理職手当

期末手当

勤勉手当

児童手当

3 賞与引当金繰入額

5 法定福利費 職員共済組合負担金

6 法定福利費引当金繰入額

7 普通旅費

10 備消品費

12

14 設備保守点検委託業務

15 手数料

28 研修等負担金

退職手当組合負担金

市町村職員互助会負担金

公務災害補償基金負担金

地域環境資源センター負担金

324

125

581

405

879

20

9

405

798

40

220220

負担金

印刷製本費 130

139備消品費 139

130

手数料

703 703

600

50

801

△31,375

賞与引当金繰入額

3,387

378

1,573

法定福利費引当金繰入額 142 142

旅費 124 124

金　額

528

1,573

4,665

比　　　較
節

説　　　　　明
本年度
予定額

項　　　目

43,752

前年度
予定額

総係費

区　分

12,377

手当等

印刷製本費

4,665

委託料

12

－ 10 －



1 款　下水道事業費用 （単位：千円）

32 貸倒引当金繰入額

5 1

構築物減価償却費

機械及び装置減価償却費

6 1 固定資産除却費

2

1 1 企業債利息

2 一時借入金利息 一時借入金利息

2 1 消費税及び地方消費税

3

1 1 過年度損益修正損 過年度損益修正損

4

1 1 予備費 予備費

特別損失 20 0 20

予備費 1,850 1,850 0 1,850 1,850

10

100

2,570 1,650 920 消費税及び地方消費税

5,731

7,643 658

5,993 △262

2,570

20 0 20 20

建物減価償却費 14,973減価償却費 105,008

予備費

税

1,850 1,850

8,301

過年度損益修正損 20

資産減耗費 100 100

消費税及び地方消費

10

説　　　　　明
区　分 金　額

0

45,423

2,570

10 10

企業債利息 5,721

44,292

5,721

△320 有形固定資産減価償却費

0 固定資産除却費 100

104,688

節

104,688

支払利息及び企業債

取扱諸費

営業外費用

項　　　目
本年度
予定額

前年度
予定額

比　　　較

貸倒引当金繰入額

－ 11 －



1 款　資本的収入 （単位：千円）

1 企業債

1 1 建設改良債（過疎）

建設改良債（下水）

2 補助金

1 1 国庫補助金

2 1 県補助金

3 1 一般会計補助金

3 負担金等

1 1 一般会計負担金

2 1 受益者負担金

他会計補助金 6,104 5,623

55,513 48,770 6,743

18,323 17,842 481

10,580 2,505

4,238

481

受益者負担金及び分 13,085

他会計負担金 42,428 38,190

13,085 13,085

一般会計負担金 42,428 42,428

受益者負担金及び分担金

一般会計補助金

国庫補助金 9,630 9,630

県補助金 2,589 2,589

6,1046,104

7,300

県補助金 2,589 2,589 0

国庫補助金 9,630 9,630 0

建設改良債 14,600 建設改良債 14,600 7,30016,200 △1,600

資本的収入及び支出

収　　 入

担金

項　　　目
本年度
予定額

前年度
予定額

比　　　較
節

説　　　　　明
区　分 金　額

14,600 16,200 △1,600

－ 12 －



1 款　資本的支出 （単位：千円）

1 建設改良費

1 1 給料 一般職給（１）

2 住居手当

時間外勤務手当

期末手当

勤勉手当

5 職員共済組合負担金

10 備消品費

20 工事請負費

28 退職手当組合負担金

市町村職員互助会負担金

公務災害補償基金負担金

2 20

2

1 1 元金償還金

3

1 1 予備費 予備費 300予備費 300 300 0 300

1,097 968 129 工事請負費 1,097

廃目

予備費 300 300 0

ポンプ場建設改良費 0 1,680 △1,680

処理場建設改良費

42,416 42,416企業債償還金 42,416 38,190 4,226 元金償還金

42,416 38,190 4,226

工事請負費 1,097

企業債償還金

負担金 516

7

5

備消品費 115 115

38,600 工事請負費 38,600

504

520

法定福利費 924 924

1,435

2,946

1,522

管渠建設改良費 44,623 41,637 2,986 2,946

手当等

618

150

234

項　　　目
本年度
予定額

前年度
予定額

比　　　較
節

説　　　　　明
区　分 金　額

支　　 出

45,720 44,285

－ 13 －



　　令和８年度　鬼北町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

    （令和8年4月1日から令和9年3月31日まで）

（単位：千円）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益 当年度予定損益計算書 3,979
減価償却費 当年度予定損益計算書 104,688
固定資産除却損 100
賞与等引当金の増減額（△は減少） 貸借対照表　差引額 △ 13
長期前受金戻入額 当年度予定損益計算書 △ 104,680
受取利息及び受取配当金 当年度予定損益計算書 0
支払利息 当年度予定損益計算書 5,731
未収金の増減額（△は増加） 貸借対照表　差引額 △ 2,094
前払金の増減額（△は増加） △ 185
未払金の増減額（△は減少） 貸借対照表　差引額 △ 4,122
その他流動負債の増減額 0
小計 3,404
利息及び配当金の受取額 当年度予定損益計算書 0
利息の支払額 当年度予定損益計算書 △ 5,731
業務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,327

２　投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △ 42,102
国県補助金等による収入 11,108
負担金による収入 11,896
一般会計からの繰入金による収入 46,738
投資活動によるキャッシュ・フロー 27,640

３　財務活動によるキャッシュ・フロー
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 14,600
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 42,416
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 27,816

４　資金増加（減少）額 △ 2,503

５　資金期首残高 35,319

６　資金期末残高 32,816

－ 14 －



１　総括

2の増減額と合した数字

実支給額 実支給額

1,818

（千円）

時間外勤務 管理職員特 管 理 職 期 末 手 当

比　較 37

前年度 1,368

本年度 1,405 600

180

扶 養 手 当

本年度

前年度

区　分

2

2

職員数

特別職 一般職

比　較

（　人　） （　人　）

348 125 136

手当の内訳
本年度

前年度

比　較

区　分

（千円）

住 居 手 当

（千円）

558

234

324

区　分

勤 勉 手 当

手当の内訳

200 378 1,682

（千円）

児 童 手 当

初任給調整 通 勤 手 当

528 125 200 378

手 当手 当 手 当 手 当 別勤務手当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

特 殊 勤 務

（千円） （千円） （千円） (千円）

7,433 4,042 11,475

7,611 5,612 13,223 2,639 15,862

2,313 13,788

給　　与　　費　　明　　細　　書

給　 　　与　 　　費 法　定
福利費

合　計
報　酬 給　料 手　当 計

178 1,570 1,748 326 2,074

（千円） （千円）
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増 減 額
（千円）

給 料 178 274 274,000 円

274

53 53,000 円

53
△ 149 （１）会計間異動に伴うもの △ 340,000 円 採用・退職等の状況

-149 （２）その他（昇格を含む） 191,000 円 　会計間異動　入1人
　　　　　　　出1人

手 当 1,570 144 144,000 円

144
1,426 （１）会計間異動に伴うもの 209,000 円

1426 （２）その他（昇格を含む） 1,217,000 円

　(１)　職員1人当たり給与

平 均 給 料 月 額 （円）
平 均 給 与 月 額 （円）
平 均 年 齢 （歳）
平 均 給 料 月 額 （円）
平 均 給 与 月 額 （円）
平 均 年 齢 （歳）

　(２)　初任給

高　　　校　　　卒 204,862 204,862

区　　　　　分
企　　業　　職 一 般 会 計 の 制 度

　　　　　　　（円） 行　政　職　（円）

大　　　学　　　卒 236,457 236,457

前　　　年　　　度
令和7年4月1日現在

309,663
350,996

38.2

３　給料及び職員手当の状況

区　　　　　　　　　　　　分 企　　業　　職

本　　　年　　　度
令和8年4月1日現在

317,063
391,596

37.2

そ の 他 の 増 減 分

給与改定に伴う増減分 人事院勧告に伴うもの
　適用期日　令和7年4月1日

昇 給 に 伴 う 増 加 分 平均昇給率　1.15 ％

そ の 他 の 増 減 分

制度改正に伴う増減分 人事院勧告に伴うもの
　適用期日　令和7年4月1日

２　給料及び手当の増減額の明細

区 分
増 減 事 由 別 内 訳

説　　　　　　　　　　明 備　　　　考
　　　　　　　　　　　　　（千円）
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　(３)　級別職員数

級

本　　　　年　　　　度

令和８年４月１日 現在

前　　　　年　　　　度

令和７年４月１日 現在

計

５　級

６　級

（　　　）
50.0

（　　　）

（　　　）
100.0

（　　　）

（　　　）
2

３　級

４　級

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

１　級

２　級

（　　　）
50.0

（　　　）（　　　）

（　　　）
1

６　級

計

（　　　）

（　　　）
100.0

（　　　）

（　　　）
2

４　級

５　級

（　　　）

（　　　）
50.0

（　　　）

（　　　）
1

３　級

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）
1

１　級

―　16　―

区　　　　　　　　分
企　　　　　業　　　　　職

構成比（％）
（　　　）

50.0

職員数（人）
（　　　）

1

２　級

－ 17 －



（級別の標準的な職務内容）

　(４)　昇給

本

年

度

前

年

度

　(５)　期末手当・勤勉手当

―　17　―

一般会計の制度
（ ） （ ） （ ）

有
2.325 2.325 4.650

前 年 度
（ ） （ ） （ ）

有
2.300 2.300 4.600

本 年 度
（ ） （ ） （ ）

有
2.325 2.325 4.650

　　比　　率　（Ｂ）／（Ａ）　　　　　　　　　　　　　　　　（％） 　　　(％)

区 分
支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計 職制上の段階、職務の

級等による加算措置
備　　考

６ 月 （ 月 分 ） 12月（月分） （ 月 分 ）

昇 給 に 係 る 職 員 数 (Ｂ) (人)

6号給　 （人）
号 給 数 別 内 訳

2号給　 （人）
4号給　 （人）

8号給　 （人）

6号給　 （人）
号 給 数 別 内 訳

2号給　 （人）
4号給　 （人）

8号給　 （人）

職 員 数 (Ａ) (人)
　　比　　率　（Ｂ）／（Ａ）　　　　　　　　　　　　　　　　（％） 　　　(％)

22

昇 給 に 係 る 職 員 数 (Ｂ) (人)

区 分
職 員 数 (Ａ) (人)

企　　　業　　　職
2

合　　　　　　　計
2

課　　長

区 分 １　　級 ２　　級 ３　　級 ４　　級

企 　　 業　  　職 主　　事 主　　査 主　　任 係　　長 課長補佐
主　　幹

５　　級 ６　　級
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　(６)　定年退職及び歓奨退職に係る退職手当

20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者 最高限度

（月分） （月分） （月分） （月分）

支　給　率　等 24.586875 33.27075 47.709 47.709

一般会計の制度

（支給率等）

　(７)　特殊勤務手当

全 職 種 企 業 職

管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 同

時 間 外 勤 務 手 当 同

児 童 手 当 同

通 勤 手 当 同

管 理 職 手 当 同

住 居 手 当 同

初 任 給 調 整 手 当 同

区 分 一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同 差 異 の 内 容

扶 養 手 当 同

（令和８年４月１日　　現在）

　代表的な特殊勤務手当の名称

　(８)　その他の手当

区　　　　　　　　　　　分

　給料総額に対する比率　　（％）

　支給対象職員の比率　　　（％）

―　18　―

区　 　　 　分
そ の 他 の
加算措置等

備　　考

定年前早期退職
特例措置

24.586875 33.27075 47.709 47.709
定年前早期退職
特例措置
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注 記  

 

Ⅰ  重要な会計方針に係る事項に関する注記  

   

 １  固定資産の減価償却の方法  

 （１）有形固定資産  

    減価償却の方法  定額法による  

    主な耐用年数  

     建物         38 年～ 50 年  

     構築物        30 年～ 50 年  

     機械及び装置     20 年～ 28 年  

        

 

 

 ２  引当金の計上方法  

 （１）賞与引当金・法定福利費引当金  

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにその手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込み額に

基づき、当年度の負担に属する額を計上している。  

（２）退職給付引当金  

    退職手当組合に加入しており、追加で発生する退職手当組合特別負担金については一般会計との取り決めに基づき、一般会計

がその全額を負担することとされているため、退職給付引当金は計上していない。  

（３）貸倒引当金  

   債権の不納欠損による損失に備えるため、一定の金額を計上している。  

    

 ３  その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項  

 （１）消費税等の会計処理  

    消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。  
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Ⅱ  予定貸借対照表等に関する注記  

 １  後年度において一般会計等が負担する企業債の償還に関する事項  

 （１）貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して１年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が

負担すると見込まれる額は３４５，２３１千円である。  

 ２  賞与引当金の取崩し  

 （１）当年度において期末・勤勉手当６月分（法定福利費含む）の支給のため賞与引当金８５８千円を取り崩す。  

 

 

 

Ⅲ  セグメント情報に関する注記  

 

 １  報告セグメントの概要 

鬼北町下水道事業は、農業集落排水事業、公共浄化槽等整備推進事業の２つを報告セグメントとしている。 

各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。 

    

事業区分 事業の内容 

農業集落排水事業 農業集落排水処理施設において汚水を処理する業務 

公共浄化槽等整備推

進事業 
公共浄化槽等処理施設において汚水を処理する業務 
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